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判の請求と同時に行う補正の要件と同

じです。

（４）は、例えば、請求項１の削除に

伴い、請求項１に従属する請求項２の

記載を請求項１に記載される事項を入

れて、請求項１を引用しない形へ書き

替えることです。

なお訂正は、最初に願書へ添付した

明細書等に記載した事項の範囲内にお

いて行わなければならず、実質上特許

請求の範囲を拡張し、または変更する

ものであってはなりません。この点は、

特許権の設定登録前に行う補正の要件

とは異なるため、注意してください。

つまり、最初に願書へ添付した明細

書等に記載した事項の範囲内であった

としても、設定登録となった請求項に

記載された発明を特定するための事項

について、例えば、直列的要素の一部

を削除する（例：「ＡとＢとＣを備え

る装置」を「ＡとＢを備える装置」と

する）、択一的記載の要素を追加する

（例：「ＡまたはＢを備える装置」を

「Ａ、ＢまたはＣを備える装置」とす

る）、上位概念へ変更する、入れ替え

るなどの訂正は認められません。設定

登録となった請求項に記載された数値

限定が広がるかまたはずれるような訂
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１．はじめに

特許権者は、取消理由通知に

おいて指定された意見書の提出期間

（通常は60日）内に訂正請求を行うこ

とができます。訂正は、通常「請求項

ごとに請求」する必要があり、特許異

議の申立ての対象となっていない請求

項についても請求が可能です。なお、

複数回の訂正請求を行ったときは、先

の請求は取り下げられたものとみなさ

れます。

訂正を行う際は、下記の訂正要件を

満たす必要があります。特許権の設定

登録前に行う補正の要件とは異なる点

もあるため、注意してください。

２．訂正要件について

訂正は、次に掲げる事項を目的とす

るものに限ることとされています。

（１）特許請求の範囲の減縮

（２）誤記または誤訳の訂正

（３）明瞭でない記載の釈明

（４）他の請求項の記載を引用する請求

項の記載を当該他の請求項の記載を引

用しないものとすること。

上記（１）～（３）は、最後の拒絶理由

通知に対する応答時、拒絶査定不服審

正、「方法の発明」もしくは「物を生

産する方法の発明」を「物の発明」へ

カテゴリー変更する訂正も認められま

せん。

なお訂正では、訂正後における特許

請求の範囲に記載されている事項によ

り特定される発明が特許出願の際に独

立して特許を受けることができるもの

でなければなりませんが、特許異議の

申立てがなされている請求項に対して

はこのような要件が課されないため、

その旨を訂正請求書に記載します。

３．まとめ

このように、取消理由が通知された

際の訂正は特許の一部についての瑕
か

疵
し

を事前に取り除いて特許異議の申立て

に備えるものであるため、最小限の範

囲で認められています。

今回のケースのように設定登録に

なったとしても、特許異議の申立てが

なされ、その後、訂正により特許請求

の範囲をさらに限定せざるを得ない場

合もありますので、より広い範囲での

権利化を望まれる場合には、特許査定

時に分割出願を行っておくことも有効

であると考えます。

先日、設定登録となった特許について特許異議の申立てがなされ、その後、取消理由通知を
受けました。訂正請求により特許請求の範囲を訂正することを検討していますが、注意する
点はありますか。
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